
 綾部市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例施行規則をここに公布する。  
 
  平成２７年３月２５日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 
綾部市規則第７号  
 

綾部市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例施行規則  
 
（趣旨）  

第１条 この規則は、綾部市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例（平成２７年綾

部市条例第５号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとす

る。  
（定義）  

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。  
（貸与の申請）  

第３条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人１人を立て、綾部市介護福祉

士育成修学資金貸与申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、修学資金の貸与の対

象となる学年の１２月末までに、市長に提出しなければならない。  
（貸与の決定）  

第４条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

貸与の可否を決定し、綾部市介護福祉士育成修学資金貸与（却下）決定通知書（様式第

２号）により、当該申請者に通知するものとする。  
（返還）  

第５条 前条の規定により修学資金の貸与の決定を受けた者（以下「修学生」という。）は、

次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の

翌月から起算して貸与を受けた修学資金が、１学年分である場合にあっては１年、２学

年分である場合にあっては２年の期間（次条の規定により返還の債務の履行が猶予され

たときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間）内に、一括払又は月賦若し

くは半年賦の均等払で、修学資金を返還しなければならない。ただし、修学生が死亡、

疾病等により修学資金を返還できないときは、連帯保証人が返還するものとする。  
（１）養成施設等を退学したとき。  
（２）市内において介護福祉士として、介護等の業務に従事する見込みがなくなったと  

き。  
（３）養成施設等を卒業した日から１年を経過したとき。  
（４）同一の市内事業所（複数事業所を有する法人にあっては、当該法人の有する他の市

内事業所での従事を含む。）において介護福祉士として介護等の業務に従事しなくな

ったとき。  



２ 前項の規定により修学資金を返還しなければならない者は、前項各号に規定する事由

が生じた日から３０日以内に、綾部市介護福祉士育成修学資金返還計画承認申請書（様

式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  
３ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認

の可否を決定し、綾部市介護福祉士育成修学資金返還計画承認（不承認）決定通知書（様

式第４号）により、当該申請者に通知するものとする。  
４ 前項の規定により返還計画の承認を受けた者は、返還計画を変更しようとするときは、

綾部市介護福祉士育成修学資金返還計画変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。  
５ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認

の可否を決定し、綾部市介護福祉士育成修学資金返還計画変更承認（不承認）決定通知

書（様式第６号）により、当該申請者に通知するものとする。  
（返還の猶予）  

第６条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その状況が継続してい

る期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。  
（１）条例第５条に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。  
（２）災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な

状況にあると認めるとき。  
（３）その他市長が特別の事情があると認めるとき。  
２ 前項の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、綾部市介護福祉士育

成修学資金返還猶予申請書（様式第７号）にその事実を証する書類を添えて、市長に提

出しなければならない。  
３ 前項の場合において、修学資金の返還の猶予を受けようとする者が、疾病等により申

請できないときは、連帯保証人が申請するものとする。  
４ 市長は、第２項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、猶

予の可否を決定し、綾部市介護福祉士育成修学資金返還猶予（却下）決定通知書（様式

第８号）により、当該申請者に通知するものとする。  
（返還の免除）  

第７条 条例第５条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、綾部市介

護福祉士育成修学資金返還免除申請書（様式第９号）に同条各号に規定する事実を証す

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。  
２ 前項の場合において、修学資金の返還の免除を受けようとする者が、死亡、疾病等に

より申請できないときは、連帯保証人が申請するものとする。  
３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、免

除の可否を決定し、綾部市介護福祉士育成修学資金返還免除（却下）決定通知書（様式

第１０号）により、当該申請者に通知するものとする。  
（遅延利息）  

第８条 修学生が、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったとき

は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につ



き、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１

項の規定により計算した額の遅延利息を支払わなければならない。  
２ 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割

合とする。  
（異動の届出）  

第９条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、綾部市介護福祉士

育成修学資金異動届出書（様式第１１号）にその事実を証する書類を添えて、市長に届

け出なければならない。ただし、第５号に該当するときは、その事実を証する書類の添

付を要しない。  
（１）休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。  
（２）停学その他の処分を受けたとき。  
（３）社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４２条の規定による介

護福祉士の登録を受けたとき。  
（４）本市において介護等の業務に従事したとき又は介護等の業務の従事先を変更したと

き。  
（５）本市において介護等の業務に従事しなくなったとき。  
（６）氏名又は住所を変更したとき。  
（７）連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき又は連帯保証人が死亡したとき。 
２ 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければ

ならない。  
（委任）  

第１０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  
 
附 則  

 この規則は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度以後の養成施設等への入学

者に対する貸与から適用する。  
 
 
  



（表面） 

様式第１号（第３条関係） 

年  月  日  

 綾部市長          様 

申請者氏名           ㊞  

 

綾部市介護福祉士育成修学資金貸与申請書 

 

 綾部市介護福祉士育成修学資金の貸与を受けたいので、綾部市介護福祉士育成修学資金

の貸与に関する条例施行規則第３条の規定により、下記のとおり申請します。 

 なお、修学資金の貸与を受けたときは、養成施設等を卒業した日から１年を経過する日

までに、綾部市内において、少なくとも３年間介護福祉士として介護等の業務に従事する

こと及び貸与を受けた修学資金の返還その他の義務について誠実に実行することを誓約します。 

 また、貸付金の債権管理又は保全のため、収入状況について綾部市が調査することに同

意します。 

記 

貸 与 希 望 額 年額              円 

貸 与 希 望 対 象 

修 学 資 金 

□ 入学金  

□ 授業料（     年度分） 
円 

他 の 修 学 資 金 等 

の 貸 与 の 有 無 

□有（名称：           年額      円） 

□無 

本
 
 
 
人
 

ふ り が な 

氏  名 
 生年月日    年  月  日 

現 住 所 
〒 

電話番号 

養 成 施 設 等 
学校名             （第   学年在学中） 

入学   年  月  日 ・ 卒業予定   年  月  日 

 

連
帯
保
証
人
 

住  所 
〒 

電話番号 

ふ り が な 

氏  名 
 生年月日 年  月  日 

本 人 と の 関 係  

 上記の者が上記修学資金の貸与を受けたときは、本人及び連帯保証人が相互に連帯して

修学資金の返還の責めを負い、かつ、届出その他の義務について誠実に実行することを誓

約します。 

連帯保証人氏名           ㊞ 



（裏面） 

備考 

１ 連帯保証人は、自書記入し実印を押印の上、印鑑登録証明書を添付してください。 

２ 引き続いて修学資金の貸与を受けようとするときの連帯保証人は、原則として先

に貸与を受けたときと同じ人としてください。 

 

法
定
代
理
人
 

住  所 
〒 

電話番号 

ふ り が な 

氏  名 
 生年月日 年  月  日 

本 人 と の 関 係  

 上記の者が上記修学資金の貸与を受けることに同意します。 

法定代理人氏名           ㊞  

備考  

法定代理人の同意は、申請者が未成年の場合にのみ必要になります。 

 

 

添付書類 

（１）養成施設等に在学する者にあっては在学証明書、入学することが決定している者に

あっては入学手続が完了していることを証する書類  
（２）本人及び連帯保証人の住民票（本籍記載のあるもの）の写し  
（３）本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書  
（４）修学資金の年額が証明できる書類  
（５）その他市長が必要と認める書類  
 



様式第２号（第４条関係）  

 

第     号  

年  月  日  

 

                様 

 

綾部市長           □印   

 

綾部市介護福祉士育成修学資金貸与（却下）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました綾部市介護福祉士育成修学資金の貸

与については、下記のとおり決定しましたので、綾部市介護福祉士育成修学資金の貸与に

関する条例施行規則第４条の規定により通知します。 

記 

貸 

 

与 

貸 与 金 額             円 

貸与 対 象 修学 資 金 □ 入学金  □ 授業料（       年度分） 

却 

 

下 

却 下 の 理 由  

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 

６０日以内に、綾部市長に対して異議申立てをすることができます。（なお、決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から

起算して１年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。） 

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となり

ます。）、提起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。） 



様式第３号（第５条関係） 

 

年  月  日  

 

綾部市長          様 

 

（ 借 受 人 ）住所                

氏名             ㊞  

電話番号              

（連帯保証人）住所                

氏名             ㊞  

電話番号              

 

綾部市介護福祉士育成修学資金返還計画承認申請書 

 

 綾部市介護福祉士育成修学資金の返還計画の承認を受けたいので、綾部市介護福祉士育

成修学資金の貸与に関する条例施行規則第５条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

養 成 施 設 等 の 名 称                （   年卒業） 

貸与を受けた額 （Ａ） 円    

返 還 免 除 額 （Ｂ） 円    

返 還 額 （Ａ）－（Ｂ） 円    

返 還 期 間     年   月から    年   月まで 

返 還 方 法 一括払 ・ 均等払（    月ごとに      円） 

返 還 す る 理 由  

備考  

２学年にわたり貸与を受けたときは、２学年分を合わせて記入してください。 

 



様式第４号（第５条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

                様 

 

綾部市長          □印   

 

綾部市介護福祉士育成修学資金返還計画承認（不承認）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました綾部市介護福祉士育成修学資金の返

還計画については、下記のとおり決定しましたので、綾部市介護福祉士育成修学資金の貸

与に関する条例施行規則第５条の規定により通知します。 

 

記 

 

□ 承認 

 

□ 不承認 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 

６０日以内に、綾部市長に対して異議申立てをすることができます。（なお、決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から

起算して１年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。） 

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となり

ます。）、提起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。） 

 



様式第５号（第５条関係）  
 

年  月  日  
 

綾部市長          様  
 

（借 受 人）住所               
氏名            ㊞  
電話番号             

（連帯保証人）住所               
氏名            ㊞  
電話番号             

 
綾部市介護福祉士育成修学資金返還計画変更承認申請書  

 
 綾部市介護福祉士育成修学資金の返還計画の変更の承認を受けたいので、綾部市介護福

祉士育成修学資金の貸与に関する条例施行規則第５条の規定により、下記のとおり申請し

ます。  
 

記  
 
養 成 施 設 等 の 名 称               （   年卒業）  
貸与を受けた額  （Ａ） 円      
返 還 免 除 額  （Ｂ） 円      
返 還 済 額  （Ｃ） 円      
返還額  
（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）  

円      

変
更
前

 

返 還 期 間  年   月から     年   月まで  
返 還 方 法  一括払 ・ 均等払（    月ごとに      円）  

変
更
後

 

返 還 期 間  年   月から     年   月まで  
返 還 方 法  一括払 ・ 均等払（    月ごとに      円）  

変 更 の 理 由  

 

備考  
２学年にわたり貸与を受けたときは、２学年分を合わせて記入してください。  



様式第６号（第５条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

                様 

 

綾部市長          □印   

 

綾部市介護福祉士育成修学資金返還計画変更承認（不承認）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました綾部市介護福祉士育成修学資金の返

還計画の変更については、下記のとおり決定しましたので、綾部市介護福祉士育成修学資

金の貸与に関する条例施行規則第５条の規定により通知します。 

 

記 

 

□ 承 認 

 

 

□ 不承認 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 

６０日以内に、綾部市長に対して異議申立てをすることができます。（なお、決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から

起算して１年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。） 

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となり

ます。）、提起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。） 



様式第７号（第６条関係） 

 

年  月  日  

 

綾部市長          様 

 

住所 

氏名            ㊞  

電話番号 

 

綾部市介護福祉士育成修学資金返還猶予申請書 

 

 綾部市介護福祉士育成修学資金の返還の猶予を受けたいので、綾部市介護福祉士育成修

学資金の貸与に関する条例施行規則第６条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

養 成 施 設 等 の 名 称                （   年卒業） 

貸与を受けた額 （Ａ） 円    

返 還 免 除 額 （Ｂ） 円    

返 還 済 額 （Ｃ） 円    

返還猶予申請額 

（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ） 
円    

猶 予 申 請 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

事        由  

備考  

２学年にわたり貸与を受けたときは、２学年分を合わせて記入してください。 

 

添付書類 

 事実を証する書類 



様式第８号（第６条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

                様 

 

綾部市長          □印   

 

綾部市介護福祉士育成修学資金返還猶予（却下）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました綾部市介護福祉士育成修学資金の返

還の猶予については、下記のとおり決定しましたので、綾部市介護福祉士育成修学資金の

貸与に関する条例施行規則第６条の規定により通知します。 

 

記 

 

猶 

 

 

予 

返 還 猶 予 期 間 年  月から   年  月まで 

猶 予 理 由 

 

却 

 

 

下 

却 下 の 理 由 

 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 

６０日以内に、綾部市長に対して異議申立てをすることができます。（なお、決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から

起算して１年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。） 

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となり

ます。）、提起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。） 



様式第９号（第７条関係） 

 

年  月  日  

 

綾部市長          様 

 

住所 

氏名            ㊞  

電話番号 

 

綾部市介護福祉士育成修学資金返還免除申請書 

 

 綾部市介護福祉士育成修学資金の返還の免除を受けたいので、綾部市介護福祉士育成修

学資金の貸与に関する条例施行規則第７条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

養 成 施 設 等 の 名 称              （   年卒業） 

貸 与 を 受 け た 額 （Ａ） 円      

返 還 済 額 （Ｂ） 円      

返 還 未 済 額 （Ａ）－（Ｂ） 円      

返 還 免 除 申 請 額 円      

事        由  

綾部市における介護等の業

務の従事期間・従事先・職

種名 

 

備考  

２学年にわたり貸与を受けたときは、２学年分を合わせて記入してください。 

 

添付書類 

 事実を証する書類 



様式第１０号（第７条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

                様 

 

綾部市長          □印   

 

綾部市介護福祉士育成修学資金返還免除（却下）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました綾部市介護福祉士育成修学資金の返

還の免除については、下記のとおり決定しましたので、綾部市介護福祉士育成修学資金の

貸与に関する条例施行規則第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

免

除 

 

返 還 免 除 額 

 

 

円    

免 除 理 由 

 

 

 

 

却

下 
却 下 理 由 

 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 

６０日以内に、綾部市長に対して異議申立てをすることができます。（なお、決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から

起算して１年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。） 

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となり

ます。）、提起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。） 

 



様式第１１号（第９条関係） 

 

年  月  日  

 

綾部市長          様 

 

住所               

氏名            □印   

電話番号             

 

綾部市介護福祉士育成修学資金異動届出書 

 

 綾部市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例施行規則第９条の規定により、下記

のとおり異動について届け出ます。 

 

記 

 
 

異 動 年 月 日 

 

 

               年   月   日 

異 動 の 内 容 

 

 

添付書類 

 事実を証する書類 


